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新潟県介護保険法施行細則の一部を改正する等の規則をここに公布する。 

平成27年３月31日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第19号 

新潟県介護保険法施行細則の一部を改正する等の規則 

（新潟県介護保険法施行細則の一部改正） 

第１条 新潟県介護保険法施行細則（平成20年新潟県規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 

サービスの種類 添付書類 

訪問介護 １ （略） 

２ 訪問介護の提供に必要な

設備及び備品等が備えられ

ていることを明らかにした

写真 

３～５ （略） 

（略） 

通所介護 １～３ （略） 

４ 通所介護の提供に必要な

設備及び備品等が備えられ

ていることを明らかにした

写真 

５～６ （略） 

７ 老人福祉法（昭和38年法

律第133号）の規定による

老人デイサービスセンター

等の設置の届出をしたこと

を証する書類その他の法第

８条第７項に規定する施設

であることを証する書類 

（略） 

短期入所生活介

護及び介護予防

短期入所生活介

護（以下「短期

入所生活介護

等」という｡) 

１～８ （略） 

９ 老人福祉法の規定による

老人短期入所施設等の設置

の届出をしたことを証する

書類その他の法第８条第９

項又は第８条の２第７項に

規定する施設であることを

証する書類 

（略） 

特定施設入居者

生活介護及び介

護予防特定施設

入居者生活介護

（以下「特定施

設入居者生活介

１～９ （略） 

10 老人福祉法の規定による

有料老人ホームの設置の届

出をしたことを証する書類

その他の法第８条第11項又

は第８条の２第９項に規定

別表第１（第２条関係） 

サービスの種類 添付書類 

訪問介護及び介

護予防訪問介護

１ （略） 

２ 訪問介護又は介護予防訪

問介護の提供に必要な設備

及び備品等が備えられてい

ることを明らかにした写真

３～５ （略） 

（略） 

通所介護及び介

護予防通所介護

（以下「通所介

護等」という｡)

１～３ （略） 

４ 通所介護又は介護予防通

所介護の提供に必要な設備

及び備品等が備えられてい

ることを明らかにした写真

５～６ （略） 

７ 老人福祉法（昭和38年法

律第133号）の規定による

老人デイサービスセンター

等の設置の届出をしたこと

を証する書類その他の法第

８条第７項又は第８条の２

第７項に規定する施設であ

ることを証する書類 

（略） 

短期入所生活介

護及び介護予防

短期入所生活介

護（以下「短期

入所生活介護

等」という｡) 

１～８ （略） 

９ 老人福祉法の規定による

老人短期入所施設等の設置

の届出をしたことを証する

書類その他の法第８条第９

項又は第８条の２第９項に

規定する施設であることを

証する書類 

（略） 

特定施設入居者

生活介護及び介

護予防特定施設

入居者生活介護

（以下「特定施

設入居者生活介

１～９ （略） 

10 老人福祉法の規定による

有料老人ホームの設置の届

出をしたことを証する書類

その他の法第８条第11項又

は第８条の２第11項に規定
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護等」という｡) する特定施設であることを

証する書類 

（略） 

別表第２（第４条関係） 

変更事項 添付書類 

（略） 

事業所の構造概要及

び平面図並びに設備

及び備品の概要 

１ （略） 

２ 通所介護、通所リハ

ビリテーション等、短

期入所生活介護等、短

期入所療養介護等及

び特定施設入居者生活

介護等に係る事業に係

る変更にあっては、事

業を行う区画の求積図

及び敷地周囲の見取図

３～５ （略） 

（略） 

護等」という｡) する特定施設であることを

証する書類 

（略） 

別表第２（第４条関係） 

変更事項 添付書類 

（略） 

事業所の構造概要及

び平面図並びに設備

及び備品の概要 

１ （略） 

２ 通所介護等、通所リ

ハビリテーション等、

短期入所生活介護等、

短期入所療養介護等

及び特定施設入居者生

活介護等に係る事業に

係る変更にあっては、

事業を行う区画の求積

図及び敷地周囲の見取

図 

３～５ （略） 

（略） 

（新潟県介護保険法関係手数料条例施行規則の一部改正） 

第２条 新潟県介護保険法関係手数料条例施行規則（平成19年新潟県規則第91号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（別表６の項第２号の一体的に運営しようとする

場合) 

第２条 条例別表６の項第２号に規定する一体的に

運営しようとする場合は、指定介護予防サービス

事業者の指定に係る介護予防サービス事業と、次

の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予防サー

ビスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

居宅サービスを行う居宅サービス事業を一体的に

運営しようとする場合とする。 

介護予防サービスの種

類 

居宅サービスの種類 

介護予防訪問入浴介護 訪問入浴介護 

（略） 

介護予防居宅療養管理

指導 

居宅療養管理指導 

（略） 

（別表備考の一体的に提供している場合） 

第７条 条例別表備考に規定する一体的に提供して

いる場合は、次の各号のいずれかに掲げる介護サ

ービスを一体的に提供している場合とする。 

(1) 訪問介護、夜間対応型訪問介護又は定期巡回

（別表６の項第２号の一体的に運営しようとする

場合) 

第２条 条例別表６の項第２号に規定する一体的に

運営しようとする場合は、指定介護予防サービス

事業者の指定に係る介護予防サービス事業と、次

の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予防サー

ビスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる

居宅サービスを行う居宅サービス事業を一体的に

運営しようとする場合とする。 

介護予防サービスの種

類 

居宅サービスの種類 

介護予防訪問介護 訪問介護 

介護予防訪問入浴介護 訪問入浴介護 

（略） 

介護予防居宅療養管理

指導 

居宅療養管理指導 

介護予防通所介護 通所介護 

（略） 

（別表備考の一体的に提供している場合） 

第７条 条例別表備考に規定する一体的に提供して

いる場合は、次の各号のいずれかに掲げる介護サ

ービスを一体的に提供している場合とする。 

(1) 訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪
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・随時対応型訪問介護看護のうちいずれか２以

上の介護サービス 

(2)～(4) （略） 

(5) 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防

認知症対応型通所介護又は療養通所介護のうち

いずれか２以上の介護サービス 

(6)～(14) （略） 

問介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護

のうちいずれか２以上の介護サービス 

(2)～(4) （略） 

(5) 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防

通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は

療養通所介護のうちいずれか２以上の介護サー

ビス 

(6)～(14) （略） 

（新潟県生活保護法施行細則の一部改正） 

第３条 新潟県生活保護法施行細則（昭和53年新潟県規則第35号）の一部を次のように改正する。 

 第43号様式（その２）を次のように改める。 
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第43号様式（その２)(第17条関係） 

生活保護法指定介護機関指定申請書（介護予防サービス） 

名 称
（フリガナ） 

医療機関コード

所 在 地
〒   － 

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号 

開設者の氏名、生

年月日、住所 

（法人の場合は、

「氏名（名称)｣欄

に法人の名称及び

代表者の職・氏名

を記載し､｢住所

（所在地)｣欄に

主たる事務所の所

在地を記載） 

氏 名 （ 名

称） 

（フリガナ） 

生年月日 年  月  日 

住所（所在

地） 

〒   － 

管理者の氏名、生

年月日及び住所 

氏名 
（フリガナ） 

生年月日 年 月 日 

住所 
〒   －     

施設又は実施する事業の種類

事業等

開 始

(予定)

年月日

既指定

の年月

日 

介護保険法の指定を受けている事業等 

指定等年月日 介護保険事業者番号 

居宅 

サー 

ビス 

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴

介護 

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハ

ビリテーション 

介護予防居宅療養

管理指導 

介護予防通所介護

介護予防通所リハ

ビリテーション 

介護予防短期入所

生活介護 

介護予防短期入所

療養介護 

介護予防認知症対

応型共同生活介護

介護予防特定施設

入居者生活介護 

介護予防認知症対

応型通所介護 

介護予防小規模多

機能型居宅介護 

 介護予防福祉用具

貸与 
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 特定介護予防福祉

用具販売 

介護予

防・日

常生活

支援 

第１号訪問事業 

第１号通所事業 

第１号生活支援事

業 

介護予防支援（地域包括支

援センター） 

職 員 配 置 の 状 況

別 紙 に 記 載 の こ と 
利 用 定 員 等

サービス費用算定基準額以外

に必要な利用料の額 

上記のとおり申請します。 

   平成  年  月  日  

    新潟県知事 様 

〒   － 

住所 

申請者         ＴＥＬ（   ）   － 

氏名                        ○印
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（新潟県老人福祉法施行細則の一部改正） 

第４条 新潟県老人福祉法施行細則（平成５年新潟県規則第47号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)を当該改正部分に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

第７号様式（第８条関係） 

養護老人ホーム等設置届 

（略） 

添付書類 

１～３ （略） 

４ 特別養護老人ホームを設置しようとする場

合は、次の書類 

(1) 特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準（平成11年厚生省令第46号）第７

条（同令第59条において準用する場合を含

む｡)又は第34条（同令第63条において準用

する場合を含む｡)に規定する施設の運営に

ついての重要事項に関する規程 

(2)・(3) （略） 

(4) 特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準第27条第１項（同令第42条、第59

条又は第63条において準用する場合を含

む｡)に規定する協力病院の名称及び診療科

名並びに当該協力病院との契約の内容（同

令第27条第２項（同令第42条、第59条又は

第63条において準用する場合を含む｡)に規

定する協力歯科医療機関があるときは、そ

の名称及び当該協力歯科医療機関との契約

内容を含む｡)を明らかにする書類 

第８号様式（第９条関係） 

養護老人ホーム等設置認可申請書 

（略） 

添付書類 

１～４ （略） 

５ 特別養護老人ホームを設置しようとする場

合は、次の書類 

(1) 特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準第７条（同令第59条において準用

する場合を含む｡)又は第34条（同令第63条

において準用する場合を含む｡)に規定する

施設の運営についての重要事項に関する規

程 

(2)・(3) （略） 

(4) 特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準第27条第１項（同令第42条、第59

条又は第63条において準用する場合を含

む｡)に規定する協力病院の名称及び診療科

第７号様式（第８条関係） 

養護老人ホーム等設置届 

（略） 

添付書類 

１～３ （略） 

４ 特別養護老人ホームを設置しようとする場

合は、次の書類 

(1) 新潟県特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成24年新

潟県条例第66号）第８条（同条例第50条に

おいて準用する場合を含む｡)又は第36条

（同条例第54条において準用する場合を含

む｡)に規定する施設の運営についての重要

事項に関する規程 

(2)・(3) （略） 

(4) 新潟県特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準を定める条例第28条第１項

（同条例第44条、第50条又は第54条におい

て準用する場合を含む｡)に規定する協力病

院の名称及び診療科名並びに当該協力病院

との契約の内容（同条例第28条第２項（同

条例第44条、第50条又は第54条において準

用する場合を含む｡)に規定する協力歯科医

療機関があるときは、その名称及び当該協

力歯科医療機関との契約内容を含む｡)を明

らかにする書類 

第８号様式（第９条関係） 

養護老人ホーム等設置認可申請書 

（略） 

添付書類 

１～４ （略） 

５ 特別養護老人ホームを設置しようとする場

合は、次の書類 

(1) 新潟県特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準を定める条例第８条（同条

例第50条において準用する場合を含む｡)又

は第36条（同条例第54条において準用する

場合を含む｡)に規定する施設の運営につい

ての重要事項に関する規程 

(2)・(3) （略） 

(4) 新潟県特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準を定める条例第28条第１項

（同条例第44条、第50条又は第54条におい

て準用する場合を含む｡)に規定する協力病
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名並びに当該協力病院との契約の内容（同

令第27条第２項（同令第42条、第59条又は

第63条において準用する場合を含む｡)に規

定する協力歯科医療機関があるときは、そ

の名称及び当該協力歯科医療機関との契約

内容を含む｡)を明らかにする書類 

院の名称及び診療科名並びに当該協力病院

との契約の内容（同条例第28条第２項（同

条例第44条、第50条又は第54条において準

用する場合を含む｡)に規定する協力歯科医

療機関があるときは、その名称及び当該協

力歯科医療機関との契約内容を含む｡)を明

らかにする書類 

（新潟県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則等の廃止） 

第５条 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 新潟県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則（平成24年

新潟県規則第55号） 

(2) 新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成24年新潟県規則第56号） 

(3) 新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例施行規則（平成24年新潟県規則第57号） 

(4) 新潟県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成24年新潟

県規則第58号） 

(5) 新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例施行規則（平成24年新潟

県規則第59号） 

(6) 新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例施行規則（平成24年

新潟県規則第60号） 

(7) 新潟県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成24年新潟県規則第61

号） 

(8) 新潟県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成24年新潟県規則第62号） 

(9) 新潟県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例施行規則（平成25年新潟県

規則第72号） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

（介護予防訪問介護に関する経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律

第83号。以下「整備法」という｡)附則第14条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第

５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。以下同じ｡)による改正前の介護保険法（平成

９年法律第123号）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護については、整備法附則第14条第２項に定め

る日までの間は、第１条の規定による改正前の新潟県介護保険法施行細則（以下「旧介護保険法施行細則」と

いう｡)及び第２条の規定による改正前の新潟県介護保険法関係手数料条例施行規則（以下「旧介護保険法関係

手数料条例施行規則」という｡)の規定は、なおその効力を有する。 

（介護予防通所介護に関する経過措置） 

３ 整備法附則第14条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の規定による改正前

の介護保険法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護については、整備法附則第14条第２項に定める日

までの間は、旧介護保険法施行細則及び旧介護保険法関係手数料条例施行規則の規定は、なおその効力を有す

る。 


